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社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 

 当社は、当社定款第30条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．社外取締役の氏名 

社外取締役   林 忠治 

２．責任限定契約の締結日 

2019年９月26日 

３．責任限定契約の根拠 

当社定款（抜粋） 

（社外監査役との責任限定契約） 

第30条 当会社は社外取締役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定め

る要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 

４．開示理由 

 2019年９月26日開催の当社第30回定時株主総会において選任された、上記の社外取締役と

の間で責任限定契約の内容等に合意が得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせす

るものであります。 

以 上 


